
 

精神保健医療福祉対策専門部会 

開 催 日 程 令和６年６月２４日（月）１８：３０～２０：００ 

出 席 者 委員１４名、その他の出席者１名、事務局１０名   計２５名 

 

 

 

開 催 内 容  

(報告・協議) 

 

 

 

 

 

１ 部会長選出 

   

２ 報告事項 

（１）精神保健福祉法改正の概要  

（２）北海道医療計画（令和６年度～令和１１年度） 

 

３協議事項  

（１）北海道医療計画 十勝地域推進方針（案） 

（２）十勝地域に必要な取組 

 

 

 

 

協 議 結 果  

 

 

 

 

１ 部会長について 

北海道立緑ヶ丘病院 林委員が、引き続き担っていただくこととなった。 

 

２ 報告事項 

（１） 精神保健福祉法改正の概要と令和５年４月１日および令和６年４月１日施行分の

主な内容を共有した。主な内容は、医療保護入院および措置入院に関する変更

点、虐待防止の取組、相談支援の充実等である。 

（２） 令和６年度新たに策定された北海道医療計画の概要を共有した。 

精神疾患の医療連携体制における主な施策は、精神障がいにも対応した地域包括

ケアシステムの構築や長期入院患者の地域移行・地域定着の支援の促進、相談支

援体制の整備等である。 

 

３ 協議事項 

（１） 北海道医療計画 十勝地域推進方針 たたき台の協議を実施した。新たな北海道

医療計画の変更点等から、時点修正や文言整理、数値目標の再設定を行った。 

（２） 令和５年度第２回本部会で協議した地域課題をもとに、十勝地域に必要な具体策

を協議した。 

相談体制整備、家族支援の充実、広い対象への精神障がいに係る理解促進が必要

となることを確認した。 

 

 

 

資料２－１ 


